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近年、AED（自動体外式除細動器。Automated External Defibrillator）については、
公共施設等で積極的な設置が進められており、タクシー業界においても公共交通機関の
社会貢献として、タクシーの営業所やタクシー車内等への設置が進められております。 

 
東京タクシーセンターにおいては、平成 19年に館内の運転者研修施設に AEDを設置、

全職員が救命講習を受講し緊急時に備えております。 
また「法人タクシー事業者の安全・サービス等に関する評価制度」の加点措置項目とし

て推奨しているところであります。 
この度、新たな社会貢献の一環として、令和５年３月１日より街頭指導で使用している

センター指導車に AEDを搭載し、指導車の車体に「AED搭載車」であることを表示して
います。 
なお、緊急時など必要性が生じた場合は、お声がけいただければどなたでもご利用でき

ます。 

 

 


